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静岡市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

【静岡地区】 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：呉服町通線（紺屋

町地区）道路整備 

内容：呉服町通線（紺屋町

地区）のモール化推進に向

けた空間活用検討、地元主

体のまちづくりのルール

化検討等の実施 

実施時期：H25～Ｈ31 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区における歩行者の安

全と回遊を図るため、静岡駅北

口周辺において、〝静岡市の玄

関口〟にふさわしいにぎわいと

潤いのある空間形成を図る必要

がある。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

H28～H31 

 

事業名：市道泉町豊原町線

道路拡幅事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：無電柱化事業

（（一）高松日出線） 

内容：幹線道路等主要な道

路における無電柱化の推

進 

実施時期：H26～ 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区における快適性・回

遊性向上に向け、安心安全な通

行空間の確保、都市景観の向上、

災害時における緊急輸送路等の

確保を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

H29～H31 

 

事業名：歩いて楽しいまち

づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

【静岡地区】 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡駅北口周辺整

備事業（紺屋町地区） 

内容：呉服町通線（紺屋町

地区）のモール化推進に向

けた空間活用検討、地元主

体のまちづくりのルール

化検討等の実施 

実施時期：H25～Ｈ31 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区における歩行者の安

全と回遊を図るため、静岡駅北

口周辺において、〝静岡市の玄

関口〟にふさわしいにぎわいと

潤いのある空間形成を図る必要

がある。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

H28～H31 

 

事業名：市道泉町豊原町線

道路拡幅事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

  支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

H29～H31 

 

事業名：歩いて楽しいまち

づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：駿府城公園再整

備事業（天守台発掘調査公

開事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府城公園「桜の

名所」づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府城公園周辺の

景観まちづくり方針策定

事業 

内容：駿府城公園周辺のま

ちづくりの変遷や地区の

特殊性の調査、アンケート

調査、ワークショップの実

施、景観まちづくり方針策

定等 

実施時期：H29 

静岡市 中軸施策「家康公が築いた歴

史資源の活用」に位置付けられ

た事業である。 

静岡市の玄関口であるＪＲ静

岡駅前から駿府城公園、浅間神

社に至るルートを中心としたエ

リアにおいて、歴史的背景を意

識し調和のとれた景観による

「歴史文化のまち」づくりを推

進するため、歴史文化の景観ま

ちづくり方針を策定することが

求められている。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業）

実施時期 

H29  

 

事業名：エリアマネジメン

ト推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：無電柱化事業

（（一）高松日出線）【再

掲】 

内容：幹線道路等主要な道

路における無電柱化の推

進 

実施時期：H26～ 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での回

遊・巡りやすさの推進」に位置

付けられた事業である。 

静岡地区における快適性・回

遊性向上に向け、安心安全な通

行空間の確保、都市景観の向上、

災害時における緊急輸送路等の

確保等を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

防災・安全交付

金（道路事業） 

実施時期 

H27～H28、H31 

 

事業名：自転車走行空間ネ

ットワーク整備事業（（市）

呉服町通線外） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

支援措置の内

容 

①地域・まちな

か商業活性化

支援事業 （公

 

事業名：駿府城公園再整備

事業（天守台発掘調査公開

事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府城公園「桜の

名所」づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加  中軸施策「家康公が築いた歴

史資源の活用」に位置付けられ

た事業である。 

静岡市の玄関口であるＪＲ静

岡駅前から駿府城公園、浅間神

社に至るルートを中心としたエ

リアにおいて、歴史的背景を意

識し調和のとれた景観による

「歴史文化のまち」づくりを推

進するため、歴史文化の景観ま

ちづくり方針を策定する必要が

ある。 

  

事業名：エリアマネジメン

ト推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：無電柱化事業

（（一）高松日出線） 

内容：幹線道路等主要な道

路における無電柱化の推

進 

実施時期：H26～ 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での回

遊・巡りやすさの推進」に位置

付けられた事業である。 

静岡地区における快適性・回

遊性向上に向け、安心安全な通

行空間の確保、都市景観の向上、

災害時における緊急輸送路の確

保等を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

防災・安全交付

金（道路事業） 

実施時期 

H27～H29  

 

 

事業名：自転車走行空間ネ

ットワーク整備事業（（市）

呉服町通線外） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

支援措置の内

容 

新規追加 

防災・省エネま

ちづくり緊急
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台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

共的機能、買物

機能の維持・強

化を図る全国

モデル型） 

②防災・省エネ

まちづくり緊

急促進事業 

実施時期 

①Ｈ30 

②Ｈ28～Ｈ30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：立地適正化計画策

定事業 

内容：集約化拠点形成区域

（都市機能誘導区域及

び）、利便性の高い市街地

形成区域（居住誘導区域）、

ゆとりある市街地形成区

域の設定等 

実施時期：H27～Ｈ30 

静岡市 中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」に位置付けられ、

また充足機能「住居」「医療・

福祉・教育」「街並み・景観」

の達成に向けた事業である。 

人口減少・市街地拡散・財政

縮減等を踏まえ、持続可能な都

市経営や快適な生活環境の実現

に向け、コンパクトシティの実

現を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

集約都市形成

支援事業費補

助金 

実施時期 

H27～Ｈ30 

 

事業名：御伝鷹エリア共通

駐車場システム「御伝鷹に

とめざー」構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：訪日外国人旅行者

受入環境整備緊急対策事

業 

内容：駅表示の多言語化、

ピストグラム標記、無料無

静岡鉄道㈱  中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区への訪日外国人旅行

者の増加を推進するため、外国

支援措置の内

容 

訪日外国人旅

行者受入加速

事業補助金 

 

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

促進事業 

実施時期 

新規追加 

Ｈ28～Ｈ30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：立地適正化計画策

定事業 

内容：都市機能誘導区域及

び居住誘導区域の設定等 

実施時期：H27～Ｈ30 

静岡市 中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」に位置付けられ、

また充足機能「住居」「医療・

福祉・教育」「街並み・景観」

の達成に向けた事業である。 

人口減少・市街地拡散・財政

縮減等を踏まえ、持続可能な都

市経営や快適な生活環境の実現

に向け、コンパクトシティの実

現を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

集約都市形成

支援事業費補

助金 

実施時期 

H27～Ｈ30 

 

事業名：御伝鷹エリア共通

駐車場システム「御伝鷹に

とめざー」構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

行者受入環境整備緊急対

策事業 

内容：駅表示の多言語化、

ピストグラム標記、無料無

静岡鉄道㈱  中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区への訪日外国人旅行

者の増加を推進するため、外国

支援措置の内

容 

訪日外国人旅

行者受入加速

事業補助金 

 



4 

線ランの整備 

実施時期：H28～ 

人の訪問時・滞在時の利便性を

向上させるソフト面での受入環

境整備を図る必要がある。 

実施時期 

H28～Ｈ32 

（４） 略 

 

【清水地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：立地適正化計画策

定事業 

内容：集約化拠点形成区域

（都市機能誘導区域及

び）、利便性の高い市街地

形成区域（居住誘導区域）、

ゆとりある市街地形成区

域の設定等 

実施時期：H27～Ｈ30 

静岡市 中軸施策「清水の特徴ある商

業空間の形成」に位置付けられ、

また充足機能「住居」「医療・

福祉・教育」「街並み・景観」

の達成に向けた事業である。 

人口減少・市街地拡散・財政

縮減等を踏まえ、持続可能な都

市経営や快適な生活環境の実現

に向け、コンパクトシティの実

現を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

集約都市形成

支援事業費補

助金 

実施時期 

H27～Ｈ30 

 

事業名：津波避難施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：津波防災地域づく

り推進計画策定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：訪日外国人旅行者

受入環境整備緊急対策事

業 

内容：駅表示の多言語化、

ピストグラム標記、無料無

線ＬＡＮの整備 

実施時期：H28～ 

静岡鉄道㈱  中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

清水地区への訪日外国人旅行

者の増加を推進するため、外国

人の訪問時・滞在時の利便性を

向上させるソフト面での受入環

境整備を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

訪日外国人旅

行者受入加速

事業補助金 

実施時期 

H28～H32  

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：（仮称）清水区本

郷町大規模小売店舗跡整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水都心ウォータ

ーフロント都市デザイン

推進事業 

（略） （略） （略） （略） 

線ランの整備 

実施時期：H28～ 

人の訪問時・滞在時の利便性を

向上させるソフト面での受入環

境整備を図る必要がある。 

実施時期 

H●～H●  

（４） 略 

 

【清水地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：立地適正化計画策

定事業【再掲】 

内容：都市機能誘導区域及

び居住誘導区域の設定等 

実施時期：H27～Ｈ30 

静岡市 中軸施策「清水の特徴ある商

業空間の形成」に位置付けられ、

また充足機能「住居」「医療・

福祉・教育」「街並み・景観」

の達成に向けた事業である。 

人口減少・市街地拡散・財政

縮減等を踏まえ、持続可能な都

市経営や快適な生活環境の実現

に向け、コンパクトシティの実

現を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

集約都市形成

支援事業費補

助金 

実施時期 

H27～Ｈ30 

 

事業名：津波避難施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：津波防災地域づく

り推進計画策定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加   中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

静岡地区への訪日外国人旅行

者の増加を推進するため、外国

人の訪問時・滞在時の利便性を

向上させるソフト面での受入環

境整備を図る必要がある。 

  

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：（仮称）清水区本

郷町大規模小売店舗跡整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水都心ウォータ

ーフロント都市デザイン

推進事業 

（略） （略） （略） （略） 
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（略） 

事業名：清水ウォーターフ

ロント回遊性向上事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水駅東口歩行者

デッキ（ペデストリアンデ

ッキ）延伸事業 

内容：まち（清水駅東口）

と港（江尻漁港）を繋ぐペ

デストリアンデッキの延

伸（施行区域：61ｍ） 

実施時期：H27～Ｈ28 

静岡市 中軸施策「津波対策の推進」

に位置付けられた事業である。 

将来予想される東南海トラフ

地震による津波被害は、甚大と

なることが想定される。海に面

する清水地区においては、人的

被害を軽減するための緊急避難

経路の確保を図る必要がある。

また、まちと港を繋いだにぎわ

い創出に向け、回遊性向上を図

る動線を整備することが求めら

れる。 

  

事業名：海岸保全施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：津波避難誘導設備

設置事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：エリアマネジメン

ト推進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市職員等によ

る道路美化活動実施事業

【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

【静岡地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

支援措置の内

容 

①地域・まちな

か商業活性化

 

（略） 

事業名：清水ウォーターフ

ロント回遊性向上事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水駅東口横断歩

道橋（ペデストリアンデッ

キ）延伸事業 

内容：まち（清水駅東口）

と港（江尻漁港）を繋ぐペ

デストリアンデッキの延

伸（施行区域：61ｍ） 

実施時期：H27～Ｈ28 

静岡市 中軸施策「津波対策の推進」

に位置付けられた事業である。 

将来予想される東南海トラフ

地震による津波被害は、甚大と

なることが想定される。海に面

する清水地区においては、人的

被害を軽減するための緊急避難

経路の確保を図る必要がある。

また、まちと港を繋いだにぎわ

い創出に向け、回遊性向上を図

る動線を整備することが求めら

れる。 

  

事業名：海岸保全施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：津波避難誘導設備

設置事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：エリアマネジメン

ト推進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市職員等によ

る道路美化活動実施事業

【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

【静岡地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

支援措置の内

容 

新規追加 

防災・省エネま
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（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援事業 （公

共的機能、買物

機能の維持・強

化を図る全国

モデル型） 

②防災・省エネ

まちづくり緊

急促進事業 

実施時期 

①Ｈ30 

②Ｈ28～Ｈ30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：七間町賑わい創出

拠点整備事業 

内容：コミュニティホール

七間町「ＭＩＲＡＩＥリア

ン」の多目的ホールへの照

明設備設置、授乳室設置等 

実施時期：H29 

公益財団法

人静岡市ま

ちづくり公

社 

中軸施策「まちの空間・時間

を楽しむ創造的活動の推進」に

位置付けられた事業である。 

映画館群撤退によるにぎわい

減退傾向にある七間町エリアの

活性化に向け、静岡市第３次総

合計画の５大構想の１つである

「まちは劇場」を推進する中核

拠点として、コミュニティホー

ル七間町「ＭＩＲＡＩＥリアン」

の機能拡充を図る必要がある。 

支援措置の内

容 

地方創生拠点

整備交付金 

実施時期 

H29  

 

事業名：駿府城公園周辺ラ

ンニング等環境整備事業 

内容：市中央体育館敷地内

におけるランニングステ

ーションの整備、ランニン

グ教室、健康セミナーの開

催等 

静岡市 中軸施策「家康公が築いた歴

史資源の活用」及び「まちの空

間・時間を楽しむ創造的活動の

推進」に位置付けられた事業で

ある。 

駿府城公園は、市民の憩いの

場として、ランニングやウォー

キングを多くの市民が楽しんで

支援措置の内

容 

地方創生拠点

整備交付金 

実施時期 

H29  

 

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

ちづくり緊急

促進事業 

実施時期 

新規追加 

Ｈ28～Ｈ30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加 
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実施時期：H29 いる。駿府城公園周辺において、

市民が気軽にスポーツを楽し

み、多くの人々の交流を促進す

る拠点の整備が求められてい

る。 

事業名：市立森下小学校改

築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：森下児童クラブ整

備・運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：放課後子ども教室

推進事業（葵小学校区・伝

馬町小学校区） 

内容：葵小学校区・伝馬町

小学校区における放課後

子ども教室の整備 

実施時期：H29～ 

静岡市 充足機能「医療・福祉・教育」

の達成に向けた事業である。 

次代を担う子どもたちを育成

するため、全ての児童が安全・

安心に多様な体験・活動を行う

ことができる環境の整備を図る

必要がある。 

支援措置の内

容 

学校・家庭・地

域連携協力推

進事業費補助

金 

実施時期 

H29～  

 

事業名：静岡赤十字病院増

改築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：生涯活躍のまち静

岡推進事業 

内容：生涯活躍のまちの核

である地域交流拠点への

（仮称）しずおかシニアコ

ンシェルジュの配置、東

京・有楽町の移住支援セン

ターと連携した移住シニ

アや市外在住の移住希望

シニアへの支援、地域に居

住するシニアの社会参加

の支援等 

実施時期：H28～Ｈ32 

静岡市、地

域再生推進

法人 

充足機能「医療・福祉・教育」

の達成に向けた事業である。 

本市の特性を活かした生涯活

躍のまち静岡（ＣＣＲＣ）構想

を推進し、地域に居住するシニ

アによる社会参加の支援や首都

圏等からのアクティブシニアの

移住推進を行い、高齢者の健康

寿命の延伸を図ることは有用で

ある。 

支援措置の内

容 

地方創生推進

交付金 

実施時期 

H28～H30 

 

（４） 略 

 

 

【清水地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 

 

 

 

 

 

 

事業名：市立森下小学校改

築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：森下児童クラブ整

備・運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：静岡赤十字病院増

改築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規事業 

のまち静岡推進事業 

内容：生涯活躍のまちの核

である地域交流拠点への

（仮称）しずおかシニアコ

ンシェルジュの配置、東

京・有楽町の移住支援セン

ターと連携した移住シニ

アや市外在住の移住希望

シニアへの支援、地域に居

住するシニアの社会参加

の支援等 

実施時期：H28～Ｈ32 

    

（４） 略 

 

 

【清水地区】 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援措置の内

容 

①地域・まちな

か商業活性化

支援事業 （公

共的機能、買物

機能の維持・強

化を図る全国

モデル型） 

②防災・省エネ

まちづくり緊

急促進事業 

実施時期 

①Ｈ30 

②Ｈ28～Ｈ30 

 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４） 略 

 

清水地区 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援措置の内

容 

新規追加 

防災・省エネま

ちづくり緊急

促進事業 

実施時期 

新規追加 

Ｈ28～Ｈ30 

 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４） 略 

 

清水地区 
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（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

削除 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士

育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮称）

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

事業まちづ

くり会社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援措置の内

容 

特定民間中心

市街地経済活

力向上事業計

画の経済産業

大臣認定 

実施時期 

H28～30 

地域・ま

ち な か

商 業 活

性 化 支

援 事 業

(中心市

街 地 再

興 戦 略

事 業 ) 

の う ち

先 導

的・実証

的事業、

中 心 市

街 地 に

お け る

低 利 融

資、特定

民 間 中

心 市 街

地 経 済

活 力 向

上 事 業

の 用 に

供 す る

建 築 物

及 び 構

築 物 を

取 得 し

た 際 の

割 増 償
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（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

支援措置の内

容 

①社会資本整

備総合交付金

（住環境整備

事業-市街地再

開発事業）、②

地域・まちなか

商業活性化支

援事業(中心市

街地再興戦略

事業)のうち先

導的・実証的事

業、③中心市街

地における低

利融資、④特定

民間中心市街

地経済活力向

上事業の用に

供する建築物

及び構築物を

取得した際の

割増償却制度、

⑤特定民間中

心市街地経済

特 定 民

間 中 心

市 街 地

経 済 活

力 向 上

事 業 計

画 の 経

済 産 業

大 臣 認

定 

却制度、

特 定 民

間 中 心

市 街 地

経 済 活

力 向 上

事 業 の

用 に 供

す る 不

動 産 の

取 得 又

は 建 物

の 建 築

を し た

際 の 登

録 免 許

税 の 軽

減 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

支援措置の内

容 

①社会資本整

備総合交付金

（住環境整備

事業-市街地再

開発事業）、②

地域・まちなか

商業活性化支

援事業(中心市

街地再興戦略

事業)のうち先

導的・実証的事

業、③中心市街

地における低

利融資、④特定

民間中心市街

地経済活力向

上事業の用に

供する建築物

及び構築物を

取得した際の

割増償却制度、

⑤特定民間中

心市街地経済

特 定 民

間 中 心

市 街 地

経 済 活

力 向 上

事 業 計

画 の 経

済 産 業

大 臣 認

定 
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設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

活力向上事業

の用に供する

不動産の取得

又は建物の建

築をした際の

登録免許税の

軽減 

実施時期 

①Ｈ25～H30 

②③④⑤Ｈ 28

～30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府城公園周辺民

間活力導入施設設置事業 

内容：駿府城公園周辺エリ

アにおける民設民営によ

る飲食店・カフェ等の施設

設置 

実施時期：Ｈ29～Ｈ31 

静岡市 中軸施策「家康公が築いた歴

史資源の活用」及び「静岡の特

徴ある商業空間の形成」に位置

付けられた事業である。 

駿府城公園周辺エリアにおけ

る公共空間利用のニーズの高ま

りを背景に、「新しい公共」の

あり方として、民間活力の導入

（民設民営）による施設を整備

し、歴史・文化拠点としての魅

力の向上と、まちのにぎわい・

交流の場の創出を図ることが求

められている。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

Ｈ29 

 

事業名：駿府城公園お堀の

水辺活用事業 

内容：駿府城公園の中堀周

回約 1.6 ㎞でボートが利

用できる環境の整備（期間

限定イベント、社会実験、

事業実施計画検討、ハード

整備等） 

実施時期：Ｈ29～Ｈ30 

静岡市 中軸施策「家康公が築いた歴

史資源の活用」及び「まちの空

間・時間を楽しむ創造的活動の

推進」に位置付けられた事業で

ある。 

駿府城公園の中堀を活用し、

来街者が水辺から桜の枝垂や石

垣を見上げ楽しむ機会を創出

し、地域の賑わい創出を図るこ

とが求められている。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業-都市再

構築戦略事業） 

実施時期 

Ｈ29～Ｈ30 

 

事業名：家康公が愛したま

ち静岡プロジェクト推進

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東海道歴史街道ま

ち歩き推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡案内人「駿府 （略） （略） （略） （略） 

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

活力向上事業

の用に供する

不動産の取得

又は建物の建

築をした際の

登録免許税の

軽減 

実施時期 

①Ｈ25～H30 

②③④⑤Ｈ 28

～30 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：家康公が愛したま

ち静岡プロジェクト推進

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東海道歴史街道ま

ち歩き推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡案内人「駿府 （略） （略） （略） （略） 
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ウェイブ」運営事業 

（略） 

事業名：静岡まつり開催事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「お茶のまち静岡」

推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「ホビーのまち静

岡」推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「サッカーのまち

静岡」推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「まちは劇場」推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：大道芸ワールドカ

ップｉｎ静岡開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ×カンヌ

ウィーク開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：青葉シンボルロー

ドイルミネーション装飾

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ・サンバ

カーニバル開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ストリートフェス

ティバル・イン・シズオカ

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡おでんフェア

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡マラソン開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：オール静岡インバ

ウンド誘致推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市プレミアム

フライデー推進事業 

内容：市民一人一人がまち

ＩＬＯＶＥ

しずおか協

議会等の民

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」及び「まちの空

間・時間を楽しむ創造的活動の

支援措置の内

容 

中心市街地活

 

ウェイブ」運営事業 

（略） 

事業名：静岡まつり開催事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「お茶のまち静岡」

推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「ホビーのまち静

岡」推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「サッカーのまち

静岡」推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「まちは劇場」推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：大道芸ワールドカ

ップｉｎ静岡開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ×カンヌ

ウィーク開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：青葉シンボルロー

ドイルミネーション装飾

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ・サンバ

カーニバル開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ストリートフェス

ティバル・イン・シズオカ

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡おでんフェア

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡マラソン開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：オール静岡インバ

ウンド誘致推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 
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なかで豊かな時間を過ご

す取組「静岡市プレミアム

フライデー」の開催（各店

舗・施設による特別企画の

実施、各企業による従業員

の送り出し 等） 

実施時期：Ｈ28～ 

間事業者、

静岡市 

推進」に位置付けられた事業で

ある。 

まちなかのにぎわい創出に向

け、月末金曜日に、市民一人一

人がまちなかで豊かな時間を過

ごすとともに、ワークライフバ

ランスの推進やライフスタイル

の向上に寄与する取組を、官民

連携して開催することは有用で

ある。 

性化ソフト事

業 

実施時期 

Ｈ28～Ｈ32 

事業名：御伝鷹まちづくり

株式会社にぎわい創出事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：追手町音羽町線等

にぎわい空間創出事業 

内容：市道追手町音羽町線

等の歩道・車道の一部を活

用した、オープンカフェ・

マルシェ、情報発信事業等

の実施 

実施時期：H27～ 

追手町音羽

町線空間活

用検討協議

会（御伝鷹

まちづくり

株式会社、

静 岡 市 

等） 

中軸施策「まちの空間・時間

を楽しむ創造的活動の推進」に

位置付けられた事業である。 

静岡地区におけるにぎわいの

創出や回遊性の向上に向け、ま

ちの主要拠点である御伝鷹エリ

ア・町人町エリア・駿府城公園

の中央に位置するポイントに、

各エリアを繋ぐ新たな〝道筋〟

を創出することが求められる。

地域のまちづくり会社を主体

に、社会実験に基づく実践的・

試行的な取組を官民連携により

実施することは有用である。 

支援措置の内

容 

①社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業-都

市再構築戦略

事業）、②中心

市街地活性化

ソフト事業 

実施時期 

①Ｈ28～Ｈ30 

②Ｈ28～Ｈ32 

 

事業名：静岡夏祭り夜店市

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちゼミ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：しずまえ鮮魚普及

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府秋のわくわく

祭開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街等まちづく

り推進・にぎわい創出関連

事業（中心市街地にぎわい

創出、商店街イベント振

興、商業活性化グループ、

商店街まちづくりプラン

推進、商店街トータルサポ

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名：御伝鷹まちづくり

株式会社にぎわい創出事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：（仮称）追手町音

羽町線空間活用事業 

内容：市道追手町音羽町線

の歩道・車道の一部を活用

した、オープンカフェ・マ

ルシェ、情報発信事業等の

実施 

実施時期：H27～ 

追手町音羽

町線空間活

用検討協議

会（御伝鷹

まちづくり

株式会社、

静 岡 市 

等） 

中軸施策「まちの空間・時間

を楽しむ創造的活動の推進」に

位置付けられた事業である。 

静岡地区におけるにぎわいの

創出や回遊性の向上に向け、ま

ちの主要拠点である御伝鷹エリ

ア・町人町エリア・駿府城公園

の中央に位置するポイントに、

各エリアを繋ぐ新たな〝道筋〟

を創出することが求められる。

地域のまちづくり会社を主体

に、社会実験に基づく実践的・

試行的な取組を官民連携により

実施することは有用である。 

支援措置の内

容 

①社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業-都

市再構築戦略

事業）、②中心

市街地活性化

ソフト事業 

実施時期 

①Ｈ28～30 

②Ｈ28～Ｈ32 

 

事業名：静岡夏祭り夜店市

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちゼミ開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：しずまえ鮮魚普及

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府秋のわくわく

祭開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街等まちづく

り推進・にぎわい創出関連

事業（中心市街地にぎわい

創出、商店街イベント振

興、商業活性化グループ、

商店街まちづくりプラン

推進、商店街トータルサポ

（略） （略） （略） （略） 



14 

ート、商店街一店逸品運動

推進、ショップモビリティ

推進、商店街アドバイザー

派遣、しずおか商人道） 

（略） 

事業名：静岡市消費生活

展・計量展開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡地区・清水地

区中心市街地連携推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援措置の内

容 

①地域・まちな

か商業活性化

支援事業 （公

共的機能、買物

機能の維持・強

化を図る全国

モデル型） 

②防災・省エネ

まちづくり緊

急促進事業 

実施時期 

①Ｈ30 

②Ｈ28～Ｈ30 

 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） （略） （略） （略） 

ート、商店街一店逸品運動

推進、ショップモビリティ

推進、商店街アドバイザー

派遣、しずおか商人道） 

（略） 

事業名：静岡市消費生活

展・計量展開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡地区・清水地

区中心市街地連携推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：静岡呉服町第二地

区第一種市街地再開発事

業【再掲】 

内容：商業・業務、駐車場

（113 台）、駐輪場（291

台）、多目的ホール（約

600㎡）、高齢者施設（約

100戸）、ウェルネス等の

整備を図る再開発事業の

実施（施行区域約 4,000

㎡、延床面積約 20,200㎡、

階数：地上 13 階、地下１

階） 

実施時期：H25～H30 

静岡呉服町

第二地区市

街地再開発

組合、（仮

称）静岡呉

服町第二地

区市街地再

開発事業ま

ちづくり会

社 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」「まちの空間・

時間を楽しむ創造的活動の推

進」に位置付けられ、また充足

機能「医療・福祉・教育」「住

戸」の達成に向けた事業である。 

当該事業実施区域の既存建物

群の老朽化進展に対し、防災

性・耐震性向上に向けた更新を

図りつつ、静岡地区の中心にふ

さわしい魅力あるまちの形成に

向け、土地の高度利用やにぎわ

い創出等を図る必要がある。〝

商都〟の中軸である呉服町通り

の再興に向け、前計画で整備完

了した静岡呉服町第一地区再開

発事業（呉服町タワー）等とと

もに地域活力の再生を牽引する

新たな中軸拠点の整備を推進す

ることが求められる。その一環

として、商業施設、駐車場・駐

輪場の充実とともに、地域経済

活性化にも繋がる文化的活動等

を促進する多目的ホールや、シ

ニア世代が入居する高齢者施

設、ウェルネス等の整備・運営

を図ることは有用である。 

支援措置の内

容 

新規追加 

防災・省エネま

ちづくり緊急

促進事業 

実施時期 

新規追加 

Ｈ28～Ｈ30 

 

事業名：静岡七間町地区優

良建築物等整備事業【再

掲】 

（略） （略） （略） （略） 



15 

（略） 

事業名：御伝鷹エリア共通

駐車場システム「御伝鷹に

とめざー」構築事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡“おまち”ス

トリートＷｉ-Ｆｉ環境整

備事業 

内容： 呉服町通り、七間

町通り、両替町通り、けや

き通り等へのストリート

Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備、個

店・施設等の情報発信シス

テムの構築 

実施時期：Ｈ29 

ＩＬｏｖｅ

しずおか協

議会、商店

街振興組合

静岡呉服町

名店街、呉

六名店街、

商店街振興

組合静岡紺

屋 町 名 店

街、商店街

振興組合七

間 町 名 店

街、両替町

二丁目発展

会、けやき

通り発展会 

中軸施策「静岡の特徴ある商

業空間の形成」及び「徒歩・自

転車での回遊・巡りやすさの推

進」に位置付けられた事業であ

る。 

外国人客をはじめとした来街

者の増加や、地域商店街の売り

上げ増加に向けて、誰もがまち

なかで快適・便利にインターネ

ットを利用できる環境を整備

し、また各個店・施設等が来街

者にタイムリーに情報発信が出

来るシステムを構築することは

有用である。 

支援措置の内

容 

商店街・まちな

か集客力向上

支援事業  

（商店街集客

力向上支援事

業） 

実施時期 

Ｈ29 

 

（４）略 

 

清水地区 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：（仮称）清水区本

郷町大規模小売店舗跡整

備事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水都心ウォータ

ーフロント活性化推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水港客船誘致事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水港日の出埠頭

岸壁一部開放事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：日の出センター及

び６号上屋活用方法検討

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

事業名：御伝鷹エリア共通

駐車場システム「御伝鷹に

とめざー」構築事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４） 略 

 

清水地区 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：（仮称）清水区本

郷町大規模小売店舗跡整

備事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水都心ウォータ

ーフロント活性化推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水港客船誘致事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水港日の出埠頭

岸壁一部開放事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：日の出センター及

び６号上屋活用方法検討

（略） （略） （略） （略） 
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調査事業 

（略） 

事業名：「まぐろのまち静

岡」推進事業（清水港マグ

ロまつり開催等） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「サッカーのまち

静岡」推進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：全国少年少女草サ

ッカー大会（サッカーまつ

り・監督者交流会）開催事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：地域資源アニメキ

ャラクター活用推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「まちは劇場」推

進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水みなと祭り開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水七夕まつり開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水巴川灯ろうま

つり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水区イルミネー

ション装飾事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：富士山コスプレ世

界大会開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水地区商店街等

劇場型にぎわい創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：大道芸ワールドカ

ップｉｎ静岡開催事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ×カンヌ

ウィーク開催事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡マラソン開催 （略） （略） （略） （略） 

調査事業 

（略） 

事業名：「まぐろのまち静

岡」推進事業（清水港マグ

ロまつり開催等） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「サッカーのまち

静岡」推進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：全国少年少女草サ

ッカー大会（サッカーまつ

り・監督者交流会）開催事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：地域資源アニメキ

ャラクター活用推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「まちは劇場」推

進事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水みなと祭り開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水七夕まつり開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水巴川灯ろうま

つり開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水区イルミネー

ション装飾事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：富士山コスプレ世

界大会開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水地区商店街等

劇場型にぎわい創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：大道芸ワールドカ

ップｉｎ静岡開催事業【再

掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：シズオカ×カンヌ

ウィーク開催事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡マラソン開催 （略） （略） （略） （略） 
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事業【再掲】 

（略） 

事業名：清水港線跡自転車

歩行者道等にぎわい創出

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市プレミアム

フライデー推進事業【再

掲】 

内容：市民一人一人がまち

なかで豊かな時間を過ご

す取組「静岡市プレミアム

フライデー」の開催（各店

舗・施設による特別企画の

実施、各企業による従業員

の送り出し 等） 

実施時期：Ｈ28～ 

民 間 事 業

者、静岡市 

中軸施策「清水の特徴ある商

業空間の形成」及び「まちの空

間・時間を楽しむ劇場型活動の

推進」に位置付けられた事業で

ある。 

まちなかのにぎわい創出に向

け、月末金曜日に、市民一人一

人がまちなかで豊かな時間を過

ごすとともに、ワークライフバ

ランスの推進やライフスタイル

の向上に寄与する取組を、官民

連携して開催することは有用で

ある。 

支援措置の内

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

実施時期 

Ｈ28～Ｈ32 

 

事業名：まちゼミ開催事業

【再掲 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：しずまえ鮮魚普及

事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府秋のわくわく

祭開催事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街等まちづく

り推進・にぎわい創出関連

事業【再掲】（中心市街地

にぎわい創出、商店街イベ

ント振興、商業活性化グル

ープ、商店街まちづくりプ

ラン推進、商店街トータル

サポート、商店街一店逸品

運動推進、ショップモビリ

ティ推進、商店街アドバイ

ザー派遣、しずおか商人

道） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡地区・清水地

区中心市街地連携推進事

業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水駅周辺地区ま 静岡市 中軸施策「まちの空間・時間 支援措置の内  

事業【再掲】 

（略） 

事業名：清水港線跡自転車

歩行者道等にぎわい創出

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：まちゼミ開催事業

【再掲 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：しずまえ鮮魚普及

事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府秋のわくわく

祭開催事業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街等まちづく

り推進・にぎわい創出関連

事業【再掲】（中心市街地

にぎわい創出、商店街イベ

ント振興、商業活性化グル

ープ、商店街まちづくりプ

ラン推進、商店街トータル

サポート、商店街一店逸品

運動推進、ショップモビリ

ティ推進、商店街アドバイ

ザー派遣、しずおか商人

道） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡地区・清水地

区中心市街地連携推進事

業【再掲】 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加  中軸施策「清水の特徴ある商   
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ちづくり活動支援事業 

内容：遊休不動産の活用・

再生に向けたリノベーシ

ョンスクール、シンポジウ

ム、情報交換会の開催 

実施時期：Ｈ27～Ｈ31 

 を楽しむ劇場型活動の推進」及

び「清水の特徴ある商業空間の

形成」に位置付けられた事業で

ある。 

清水地区の価値を高め、賑わ

いを創出するためには、ＪＲ清

水駅周辺地区の遊休不動産（空

き地、空き家、空き店舗など）

を活用し、新たなコンテンツを

取り入れ再生することが有用で

ある。 

容 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

実施時期 

Ｈ29～Ｈ31 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１） 略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：観光自転車ネット

ワーク事業（レンタサイク

ル運営事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：サイクルトレイン

運行事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ちびまる子ちゃん

ラッピング電車運行事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府浪漫バス運行

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：中心市街地お買物

シャトルバス運行検討事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水エスパルスホ （略） （略） （略） （略） 

業空間の形成」に位置付けられ

た事業である。 

清水地区の価値を高め、賑わ

いを創出するためには、ＪＲ清

水駅周 

辺地区の遊休不動産（空き地、

空き家、空き店舗など）を活用

し、新たなコンテンツを取り入

れることが有用である。 

 

 

（２）② 略 

（３） 略 

（４） 略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

静岡地区 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：観光自転車ネット

ワーク事業（レンタサイク

ル運営事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：サイクルトレイン

運行事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ちびまる子ちゃん

ラッピング電車運行事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駿府浪漫バス運行

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：中心市街地お買物

シャトルバス運行検討事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水エスパルスホ （略） （略） （略） （略） 
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ームゲームシャトルバス

運行事業 

（略） 

事業名：松坂屋静岡店第一

パーキング立体駐車場等

建替事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市中心街駐車

場案内システム「おまちく

ーる」運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：交通系ＩＣカード

「ルルカ」の地域カード化

検証事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：路上喫煙被害等防

止事業 

内容：路上喫煙禁止地区の

指定、路上喫煙被害等防止

指導員による巡回指導等 

実施時期：Ｈ18～ 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

多くの人が密集し往来する中

心市街地においては、路上喫煙

による身体・財産上の被害や、

健康への影響等を防止し、健康

的で安全・安心な環境を保持す

ることが求められている。 

  

 

 

清水地区 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ちゃり三保号Ⅱ運

営事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光自転車ネット

ワーク事業（レンタサイク

ル運営事業）【再掲】 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：サイクルトレイン

運行事業【再掲】 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ちびまる子ちゃん

ラッピング電車運行事業

（略） （略） （略） （略） 

ームゲームシャトルバス

運行事業 

（略） 

事業名：松坂屋静岡店第一

パーキング立体駐車場等

建替事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市中心街駐車

場案内システム「おまちく

ーる」運営事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：交通系ＩＣカード

「ルルカ」の地域カード化

検証事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

清水地区 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３） 略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ちゃり三保号Ⅱ運

営事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光自転車ネット

ワーク事業（レンタサイク

ル運営事業）【再掲】 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：サイクルトレイン

運行事業【再掲】 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ちびまる子ちゃん

ラッピング電車運行事業

（略） （略） （略） （略） 
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【再掲】 

 

事業名：エスパルスドリー

ムプラザ無料シャトルバ

ス運行事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水エスパルスホ

ームゲームシャトルバス

運行事業【再掲】 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：静岡市客船歓迎事

業（乗船客用清水まちなか

往来シャトルバスの運行） 

内容：日の出埠頭～静鉄新

清水駅～JR 清水駅を往来

するシャトルバスの運行 

実施時期：Ｈ28～Ｈ32 

静岡市 中軸施策「〝清水のタカラ・

チカラ〟の積極活用」に位置付

けられた事業である。 

清水港への客船寄港による経

済効果を地域へ波及させるた

め、市内観光の起点となる JR清

水駅や静鉄新清水駅など中心市

街地への移動の利便性と回遊性

の向上を図ることが求められて

いる。 

  

事業名：路上喫煙被害等防

止事業 

内容：路上喫煙禁止地区の

指定、路上喫煙被害等防止

指導員による巡回指導等 

実施時期：Ｈ18～ 

静岡市 中軸施策「徒歩・自転車での

回遊・巡りやすさの推進」に位

置付けられた事業である。 

多くの人が密集し往来する中

心市街地においては、路上喫煙

による身体・財産上の被害や、

健康への影響等を防止し、健康

的で安全・安心な環境を保持す

ることが求められている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再掲】 

 

事業名：エスパルスドリー

ムプラザ無料シャトルバ

ス運行事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：清水エスパルスホ

ームゲームシャトルバス

運行事業【再掲】 

 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加 
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◇補足２ 第４章から第８章までに掲げる事業及び措置の実施場所 

【静岡地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇補足２ 第４章から第８章までに掲げる事業及び措置の実施場所【静岡地区】 

【静岡地区】 
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【清水地区】 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

９-１ 略 

９-２ 中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況 

本計画策定に向け、同協議会を次のとおり開催した。 

① 平成 26年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年７月 23日） 

・会長・副会長選任 

・前計画（静岡地区・清水地区）最終フォローアップの内容について 

・本計画骨子案について 

② 平成 26年度第２回清水地区会議（平成 26年 10月 24日） 

【清水地区】 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

９-１ 略 

９-２ 中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

（２）開催状況 

本計画策定に向け、同協議会を次のとおり開催した。 

① 平成 26年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年７月 23日） 

・会長・副会長選任 

・前計画（静岡地区・清水地区）最終フォローアップの内容について 

・本計画骨子案について 

② 平成 26年度第２回清水地区会議（平成 26年 10月 24日） 
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・本計画骨子案について 

③ 平成 26年度第２回静岡地区会議（平成 26年 10月 27日） 

・本計画骨子案について 

④ 平成 26年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年 12月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑤ 平成 26年度第４回静岡地区会議（平成 27年１月 28日） 

・本計画骨子案について 

⑥ 平成 26年度第４回清水地区会議（平成 27年１月 30日） 

・本計画骨子案について 

⑦ 平成 26年度第５回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年３月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑧ 平成 27年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年５月 13日） 

・本計画案について 

⑨ 平成 27年度第２回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年７月 17日） 

・本計画案について 

⑩ 平成 27年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年 10月 20日） 

・本計画案について 

・本計画案への意見について 

本計画の策定後、計画の変更・推進等に向け、同協議会を次のとおり開催した。 

 ⑪平成 28年度第１回会議（平成 28年６月８日） 

  ・役員の選任について 

  ・本年度事業計画について 等 

 ⑫平成 28年度第２回会議（平成 29年２月６日） 

  ・計画の変更について 

  ・本年度事業中間報告について 等 

（３）略 

９-３ 略 

・本計画骨子案について 

③ 平成 26年度第２回静岡地区会議（平成 26年 10月 27日） 

・本計画骨子案について 

④ 平成 26年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 26年 12月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑤ 平成 26年度第４回静岡地区会議（平成 27年１月 28日） 

・本計画骨子案について 

⑥ 平成 26年度第４回清水地区会議（平成 27年１月 30日） 

・本計画骨子案について 

⑦ 平成 26年度第５回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年３月 18日） 

・本計画骨子案について 

⑧ 平成 27年度第１回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年５月 13日） 

・本計画案について 

⑨ 平成 27年度第２回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年７月 17日） 

・本計画案について 

⑩ 平成 27年度第３回静岡地区・清水地区合同会議（平成 27年 10月 20日） 

・本計画案について 

・本計画案への意見について 

 新規追加 

 

 

 

 

 

 

（３）略 

９-３ 略 

 


